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１．令和4年12月以降の雇用調整助成金等の特例措

置等について 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表

明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の

改正等が必要であり、現時点(10/28現在)での予定

となります。 

 

(１)雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金含む) 

新型コロナウイルス感染症の影響による事業活動

縮小への影響を考慮し、令和 4年 11月末までの

期限として特例措置(上限額上乗せ等)を実施して

いました。令和 4年 12月以降については、原則

通常制度としつつ、業況が厳しい事業主について

は一定の経過措置を令和 5年 1月 31日まで設け

ることになりました。 

 

(２)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給

付金 

令和4年11月末までとしていた申請対象期間を、支

給内容を一部変更としたうえで、令和5年3月末まで

延長することになりました。 

 

※(１)(２)ともに、令和5年4月以降の取扱いにつ

いては、雇用情勢等を踏まえて検討のうえ改めて

お知らせする予定です。 

 

【お問合せ先】 

(１)職業対策課 助成金センター(022-299-8063) 

(２)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給

付金コールセンター(0120-221-276) 

 

【厚生労働省プレスリリース】 
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https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_000

01.html 
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２．県内各地で「働き方改革関連法に関する説明

会」を開催しています。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

宮城労働局・県内各労働基準監督署では、本

年９月から来年２月まで、「働き方改革関連法に

関する説明会」を県内各地で開催しています。 

これまでも働き方改革の取組を進めていただ

いておりますが、今後必要な対応について、順次

改正されてきた内容と合わせ、労働基準監督官が

整理してご説明します。（参加無料） 

12月以降は、県内では初となるオンライン開

催も予定しています。 

日程、会場、お申込み方法は、下記URLからご

確認ください。 

 

※事前申込が必要です。 

※会場の定員に達し、希望日にご参加いただけな

い場合があります。 

※説明会の運営は、厚生労働省が委託するエーペ

ックスインターナショナル株式会社が行います。 

●申込先 

https://www.36kyoutei2022.com/area/hokkaido-

tohoku 

●宮城労働局ホームページ（参考） 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/hatarakikata_setsumeikai_00001.h

tml 

 

【お問合せ先】監督課（022-299-8838） 
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